仕 様 書

１　件名
京都市吉田児童館　空調修繕（ルームエアコン取替）

２　履行期間
　　契約日の翌日から令和８年７月３１日（金）まで

３　履行場所
　　京都市吉田児童館（京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町８３番地の１）

４　履行内容
　　遊戯室に設置されているルームエアコン２台について、冷房能力の低下が認められるため、取替修繕を実施する。
受注者は、機器（室内機、室外機）の調達、設置、試運転調整、取扱説明を行うこと。なお、既存機器の撤去、処分も業務内容に含む。
（１）調達機器
　　　壁掛け型ルームエアコン（参考製品：パナソニック　エオリア CS-X906D2-W）
　　　・畳数　　：冷房25～38畳程度、暖房23～29畳程度
　　　・能力　　：冷房9.0Kw程度、暖房10.6Kw程度
　　　・消費電力：冷房・暖房とも概ね3,000W程度
　　　・新品であること
　　　・国内に部品および消耗品の在庫を有しており、機器類の運用に支障をきたさない確実な部品
供給体制を有すること
同等品を提案する場合は、仕様比較表を提出し承認を得ること。
　（２）設置
　　　・新規機器の設置に必要な一切の作業を行うこと。
　　　・既設冷媒配管、ドレン配管及び配線については現地確認の上、再利用を基本とするが、再利
用が困難な場合は更新すること。
　　　・既設電源設備を利用すること。ただし、取替に伴い必要な電気工事が生じる場合は見積に含
めること。
　　　・設置後は試運転を実施し、冷房・暖房運転、ドレン排水に異常がないこと、異常振動や異音
がないことを確認すること。
（３）撤去工事
　　　　既設機器の撤去に当たっては、関係法令に基づき冷媒を適正に回収・処理すること。
　　　　（既存機器：三菱　PK-RP63KA13）
　（４）その他
引渡し後１年以内に施工不良に起因する不具合が生じた場合は、受注者の負担で速やかに
是正すること。

５　留意事項等
　・見積書作成にあたって現地確認が必要な場合は、必ず事前に児童館に日程調整の上、実施してく
ださい。
＜下見連絡先＞
　京都市吉田児童館　館長　石川（TEL：７６１‐３０７９）
　・仕様内容や見積合わせの実施について質問がある場合は、下記までお問い合わせください。
　＜問い合わせ先＞
　京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課　藤田、簑内
（TEL：２２２‐３９８７）
・見積書には、使用する資材の品名・品番や設置時の工法等を記載してください。
　・業務実施日は、契約後、速やかに日程調整することとします。
　・業務実施時は改修前後の写真を撮影し、完了報告書とともに提出してください。




　（参考：現状写真）
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